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令和 ４ 年 ３ 月 11 日

第 １３４８９ 号（金曜日）

毎 週 ２ 回 　 火 曜 　 金 曜 発 行

告　　　　　　　　示

石川県告示第84号

　森林法（昭和26年法律第249号）第29条の規定により、農林水産大臣から次のとおり保安林として指定する予定で

ある旨の通知があった。

　　令和４年３月11日

 石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

１　保安林予定森林の所在場所

　 　白山市広瀬町カ１から４まで、ワ54、56の１から56の４まで、57、58、59の甲、59の乙、60、61、ト56の１、56

の２、66、80の１から80の４まで、81、96の１、96の２、102、103

２　指定の目的

　　土砂の崩壊の防備

３　指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　　　規　　　則
○技能検定試験手数料に関する規則の一部を改正する規

　則 （労働企画課）　１

　　　　告　　　示
○保安林の指定予定の通知 （森林管理課）　１

○保安林の指定施業要件の変更 （　　同　　）　２

○令和３管理年度知事管理漁獲可能量の設定並びに公表

　について （くろまぐろ （小型魚）、くろまぐろ （大型魚）

　及びするめいか）の一部変更 （水　産　課）　２

　　　　公　　　告
○令和３年度後期技能検定合格者公告 （労働企画課）　３

○入札公告 （　　同　　）　11

○石川県眺望計画の変更案の縦覧公告 （都市計画課）　12

　　　　選挙管理委員会
○県条例の制定又は改廃の請求及び県の事務等の監査の

　請求の場合の署名者の最低数 　12

○県議会の解散の請求並びに知事、副知事、県選挙管理

　委員、県監査委員及び県公安委員会の委員の解職請求

　の場合の署名者の最低数 　13

○県議会議員の解職請求の場合の署名者の最低数 　13

○県教育委員会の教育長又は委員の解職請求の場合の署

　名者の最低数 　13

　
技 能検定試験手数料に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　 　
令 和四年三月十一日

 石 川県知事

　 　
谷

　 　
本

　 　
正

　 　
憲

　

石 川県規則第五号

　 　　
技 能検定試験手数料に関する規則の一部を改正する規則

　
技 能検定試験手数料に関する規則（平成十二年石川県規則第十六号）の一部を次のように改正する。

　
第 二 条 第 一 項 第 二 号 中 「三 十 五 歳 」 を 「二 十 五 歳 」 に 改 め 、同 項 中 第 三 号 を 第 四 号 と し 、第 二 号 の 次 に 次 の 一 号 を

加 える。

　
三  

　
実 技 試 験 受 検 申 請 日 に お い て 雇 用 保 険 法 （昭 和 四 十 九 年 法 律 第 百 十 六 号 ） 第 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 被 保 険 者 で

あ る者

　 　　
附

　
則

　
こ の規則は、令和四年四月一日から施行する。

目　　　　　　　　　　　次

規　　　　　　　　則
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　　ア　主伐は、択伐による。

　　イ 　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める

標準伐期齢以上のものとする。

　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

　　次のとおりとする。

　（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を石川県農林水産部森林管理課及び白山市役所に備え置いて縦覧に供す

る。）

石川県告示第85号

　森林法（昭和26年法律第249号）第33条の２第１項の規定により、次のとおり保安林の指定施業要件を変更する。

　　令和４年３月11日

 石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

１　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

　　七尾市（次の図に示す部分に限る。）

２　保安林として指定された目的

　　水源の涵
かん

養

３　変更後の指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　主伐に係る伐採種は、定めない。

　　イ 　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める

標準伐期齢以上のものとする。

　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を石川県農林水産部森林管理課及び七尾市役所に備え置

いて縦覧に供する。）

１　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

　　七尾市庵町タビノ木17の３

２　保安林として指定された目的

　　土砂の流出の防備

３　変更後の指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　主伐は、択伐による。

　　イ 　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める

標準伐期齢以上のものとする。

　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度

　　　次のとおりとする。

　（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を石川県農林水産部森林管理課及び七尾市役所に備え置いて縦覧に供す

る。）

石川県告示第86号

　令和３管理年度知事管理漁獲可能量の設定並びに公表について（くろまぐろ（小型魚）、くろまぐろ（大型魚）及

びするめいか）（令和３年石川県告示第65号）の一部を令和４年３月２日に変更したので、漁業法（昭和24年法律第

267号）第16条第５項において準用する同条第４項の規定により公表する。

　　令和４年３月11日
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 石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

変更後 変更前

第１　くろまぐろ（小型魚）

　１ 　都道府県別漁獲可能量について本県に定めら

れた数量

　　　98.3トン

第１　くろまぐろ（小型魚）

　１ 　都道府県別漁獲可能量について本県に定めら

れた数量

　　　125.1トン

　２　知事管理区分に配分する数量

知事管理区分 配分数量

石川県定置網漁業 91.0トン

石川県漁船漁業 5.8トン

　２　知事管理区分に配分する数量

知事管理区分 配分数量

石川県定置網漁業 117.8トン

石川県漁船漁業 5.8トン

第２　くろまぐろ（大型魚）

　１ 　都道府県別漁獲可能量について本県に定めら

れた数量

　　　11.9トン

第２　くろまぐろ（大型魚）

　１ 　都道府県別漁獲可能量について本県に定めら

れた数量

　　　13.9トン

　２　知事管理区分に配分する数量

知事管理区分 配分数量

石川県定置網漁業 10.9トン

石川県漁船漁業 1.0トン

　２　知事管理区分に配分する数量

知事管理区分 配分数量

石川県定置網漁業 12.9トン

石川県漁船漁業 1.0トン

公　　　　　　　　告

令和３年度後期技能検定合格者公告

　令和３年度後期技能検定に合格した者は、次のとおりである。

　　令和４年３月11日

 石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

（特級）

鋳造

 Ａ甲０００１ Ａ甲０００２    

金属熱処理

 Ｂ０００３ Ｂ００１３    

機械加工

 Ａ甲０００１ Ａ甲０００２ Ａ甲０００３ Ａ甲００１４ Ａ甲００１５ Ａ甲００１９

 Ａ甲００２１ Ａ甲００２３ Ｂ０００６ Ｂ０００７ Ｂ０００８ Ｂ００１０

 Ｂ００１１ Ｂ００１２ Ｂ００１３ Ｂ００１４ Ｂ００１７ Ｂ００１８

 Ｂ００１９ Ｂ００２２ Ｃ０００２   

仕上げ

 Ａ甲０００１ Ａ甲０００２ Ａ甲０００５ Ａ甲０００７ Ａ甲０００８ Ｂ０００４

 Ｂ０００５     

機械検査

 Ａ甲０００１ Ａ甲０００２ Ａ甲０００３ Ａ甲０００５ Ａ甲０００９ Ａ甲００１２

 Ａ甲００１３ Ａ甲００１４ Ｂ０００２ Ｂ０００３ Ｂ０００４ Ｂ０００５

電子機器組立て

 Ｂ０００１     

電気機器組立て

 Ａ甲０００１ Ａ甲０００４ Ａ甲０００５ Ａ甲０００６  
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プリント配線板製造

 Ａ甲０００１     

自動販売機調整

 Ａ甲０００２     

空気圧装置組立て

 Ｂ０００１     

油圧装置調整

 Ａ甲０００４ Ｂ０００２ Ｂ０００４ Ｂ０００５ Ｂ０００６ Ｂ０００８

 Ｃ０００１     

建設機械整備

 Ａ甲０００８ Ａ甲００１４ Ａ甲００１９ Ａ甲００２０ Ａ甲００２５ Ａ甲００２６

 Ａ甲００２７ Ｂ０００１ Ｂ０００７ Ｂ０００９ Ｂ００１３ Ｂ００１４

プラスチック成形

 Ｂ０００１  

（１級）

さく井

　パーカッション式さく井工事作業

 Ａ甲０００２ Ａ甲０００３    

　ロータリー式さく井工事作業

 Ａ甲０００２ Ａ甲０００４ Ｃ０００１   

工場板金

　機械板金作業

 Ａ甲０００１ Ａ甲０００２ Ａ甲０００３ Ａ甲０００４ Ａ甲０００５ Ａ甲０００７

 Ａ甲０００９ Ａ甲００１０ Ａ甲００１１ Ｂ０００３ Ｃ０００３ Ｃ０００４

 Ｃ０００５     

　数値制御タレットパンチプレス板金作業

 Ａ甲０００１ Ａ甲０００２ Ｃ０００１   

機械検査

　機械検査作業

 Ａ甲０００３ Ａ甲０００５ Ａ甲０００６ Ａ甲０００７ Ｂ０００１ Ｃ０００２

 Ｃ０００３ Ｃ０００５    

電気機器組立て

　シーケンス制御作業

 Ｃ０００４ Ｃ０００５ Ｄ０００１   

半導体製品製造

　集積回路組立て作業

 Ａ甲０００２ Ａ甲０００３ Ａ甲０００４   

プリント配線板製造

　プリント配線板設計作業

 Ａ甲０００１     

自動販売機調整

　自動販売機調整作業

 Ａ甲０００１ Ｂ０００１    

空気圧装置組立て

　空気圧装置組立て作業

 Ａ甲０００１ Ａ甲０００２ Ａ甲０００３ Ａ甲０００４ Ａ甲０００８ Ａ甲０００９

 Ａ甲００１０ Ａ甲００１１ Ａ甲００１２ Ａ甲００１３ Ａ甲００１８ Ａ甲００１９
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 Ｂ０００１ Ｃ０００１    

油圧装置調整

　油圧装置調整作業

 Ａ甲０００１ Ａ甲０００２ Ａ甲０００６ Ａ甲０００７ Ａ甲０００８ Ａ甲００１０

 Ａ甲００１４ Ａ甲００１９ Ａ甲００２２ Ａ甲００２３ Ａ甲００２４ Ｂ０００１

 Ｂ０００２ Ｂ０００３ Ｃ０００２ Ｃ０００５ Ｃ０００６ Ｃ００１０

 Ｃ００１１ Ｃ００１３    

農業機械整備

　農業機械整備作業

 Ａ甲０００１ Ａ甲０００２ Ａ甲０００３ Ｃ０００１ Ｃ０００２ 

冷凍空気調和機器施工

　冷凍空気調和機器施工作業

 Ａ甲０００１ Ａ甲０００３ Ａ甲０００４ Ａ甲０００６ Ａ甲０００７ Ｂ０００４

 Ｃ０００１ Ｃ０００２    

和裁

　和服製作作業

 Ａ甲０００１     

帆布製品製造

　帆布製品製造作業

 Ａ甲０００１ Ａ甲０００２ Ａ甲０００３ Ａ甲０００４  

プリプレス

　ＤＴＰ作業

 Ａ甲０００２ Ａ甲０００３ Ｃ０００１   

石材施工

　石材加工作業

 Ａ甲０００１ Ｃ０００１ Ｃ０００２ Ｃ０００３ Ｃ０００４ 

建築大工

　大工工事作業

 Ａ甲０００１ Ａ甲０００２ Ｃ０００６   

かわらぶき

　かわらぶき作業

 Ｃ０００５     

配管

　建築配管作業

 Ａ甲０００２ Ａ甲０００３ Ａ甲０００５ Ａ甲０００６ Ａ甲０００９ Ａ甲００１０

 Ａ甲００１４ Ｂ０００１ Ｂ０００２ Ｃ０００２ Ｃ０００３ Ｃ０００４

 Ｃ０００５ Ｃ０００７ Ｃ０００８   

厨房設備施工

　厨房設備施工作業

 Ａ甲０００１ Ａ甲０００２ Ａ甲０００３ Ａ甲０００４ Ｂ０００１ 

型枠施工

　型枠工事作業

 Ａ甲０００２ Ａ甲０００５ Ａ甲０００８ Ａ甲０００９ Ｂ０００１ Ｃ０００１

 Ｃ０００２ Ｃ０００５    

鉄筋施工

　鉄筋施工図作成作業

 Ｃ０００２ Ｃ０００４ Ｃ０００６ Ｃ０００７ Ｃ０００８ Ｃ０００９

　鉄筋組立て作業
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 Ａ甲０００１ Ａ甲０００２ Ａ甲０００３ Ｂ０００１ Ｂ０００２ Ｂ０００５

 Ｂ０００６ Ｂ０００８    

防水施工

　塩化ビニル系シート防水工事作業

 Ａ甲０００１ Ａ甲０００２ Ａ甲０００３ Ａ甲０００４ Ａ甲０００５ Ａ甲０００６

 Ｃ０００３ Ｃ０００４    

　改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業

 Ｃ０００１ Ｃ０００２    

樹脂接着剤注入施工

　樹脂接着剤注入工事作業

 Ｂ０００１     

自動ドア施工

　自動ドア施工作業

 Ａ甲０００２     

ガラス施工

　ガラス工事作業

 Ａ甲０００１ Ａ甲０００２ Ａ甲０００３ Ａ甲０００４  

機械・プラント製図

　機械製図ＣＡＤ作業

 Ａ甲０００２ Ａ甲０００８ Ａ甲００２５ Ａ甲００２８ Ａ甲００３１ Ａ甲００３４

 Ａ甲００３７ Ｃ０００４ Ｃ００１０   

塗装

　金属塗装作業

 Ｄ０００１     

　鋼橋塗装作業

 Ｂ０００１ Ｃ０００１ Ｃ０００３ Ｃ０００４  

（単一等級）

製麺

　機械生麺製造作業

 Ａ甲０００４  

（２級）

機械加工

　マシニングセンタ作業

 Ｄ０００１     

工場板金

　機械板金作業

 Ａ甲０００１ Ａ甲０００２ Ａ甲０００３ Ａ甲０００５ Ａ甲００１０ Ａ甲００１２

 Ａ甲００１５ Ａ甲００１７ Ａ甲００１９ Ｂ０００１ Ｃ０００１ 

　数値制御タレットパンチプレス板金作業

 Ａ甲０００１ Ａ甲０００３ Ｃ０００１ Ｃ０００２ Ｃ０００３ 

機械検査

　機械検査作業

 Ａ甲０００１ Ａ甲０００６ Ａ甲００１１ Ａ甲００１２ Ａ甲００１５ Ａ甲００１６

 Ａ甲００１８ Ａ甲００２８ Ａ甲００３４ Ａ甲００３５ Ａ甲００４４ Ａ甲００４５

 Ａ甲００４７ Ａ甲００４８ Ａ甲００５０ Ｂ０００１ Ｂ０００２ Ｃ０００２

 Ｃ０００５ Ｃ０００６ Ｃ０００７ Ｃ０００８ Ｃ００１１ 
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電気機器組立て

　シーケンス制御作業

 Ａ甲０００２ Ｃ０００１ Ｃ０００２ Ｃ０００３ Ｃ０００４ 

半導体製品製造

　集積回路チップ製造作業

 Ａ甲０００１ Ａ甲０００５ Ａ甲０００８ Ａ甲００１１ Ａ甲００１３ Ａ甲００１４

 Ａ甲００１５ Ａ甲００１８    

　集積回路組立て作業

 Ａ甲０００１ Ａ甲０００２ Ａ甲０００３ Ａ甲０００５ Ａ甲０００６ Ａ甲０００７

 Ａ甲０００８ Ａ甲００１０ Ａ甲００１２ Ａ甲００１６  

時計修理

　時計修理作業

 Ｂ０００１     

空気圧装置組立て

　空気圧装置組立て作業

 Ａ甲０００２ Ａ甲０００３ Ａ甲０００４ Ａ甲０００５ Ａ甲０００６ Ａ甲０００７

 Ａ甲０００８ Ａ甲０００９ Ａ甲００１０ Ａ甲００１２ Ａ甲００１３ Ａ甲００１４

 Ａ甲００１５ Ａ甲００１６ Ａ甲００１７ Ａ甲００１８ Ａ甲００１９ Ａ甲００２０

 Ａ甲００２１ Ａ甲００２２ Ａ甲００２３ Ａ甲００２４ Ａ甲００２５ Ａ甲００２６

 Ａ甲００２７ Ａ甲００３０ Ｃ０００１ Ｃ０００２  

油圧装置調整

　油圧装置調整作業

 Ａ甲０００２ Ａ甲０００４ Ａ甲００１０ Ａ甲００１１ Ａ甲００１２ Ａ甲００１５

 Ｂ０００１ Ｂ０００２ Ｃ０００１ Ｃ０００３ Ｃ０００４ Ｃ０００５

農業機械整備

　農業機械整備作業

 Ａ甲０００１ Ａ甲０００２ Ａ甲０００３ Ａ甲０００４ Ａ甲０００７ Ａ甲０００８

 Ａ甲０００９ Ａ甲００１０ Ｂ０００１   

冷凍空気調和機器施工

　冷凍空気調和機器施工作業

 Ａ甲０００５ Ａ甲００１１ Ａ甲００１７ Ｂ０００３ Ｃ０００１ 

和裁

　和服製作作業

 Ｃ０００１     

帆布製品製造

　帆布製品製造作業

 Ａ甲０００１ Ａ甲０００２ Ａ甲０００３ Ａ甲０００４ Ａ甲０００５ Ａ甲０００６

 Ａ甲０００７     

プリプレス

　ＤＴＰ作業

 Ａ甲０００１ Ａ甲０００３ Ａ甲０００４ Ａ甲０００８ Ｃ０００１ 

プラスチック成形

　射出成形作業

 Ｃ０００１     

建築大工

　大工工事作業

 Ａ甲０００１ Ａ甲０００５ Ｃ０００１ Ｃ０００２ Ｄ０００１ 

かわらぶき
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　かわらぶき作業

 Ａ甲０００１ Ｃ０００１ Ｃ０００２   

配管

　建築配管作業

 Ａ甲０００１ Ａ甲０００２ Ａ甲０００３ Ａ甲０００４ Ａ甲０００５ Ａ甲００１１

 Ａ甲００１３ Ａ甲００１４ Ａ甲００１７ Ａ甲００２０ Ｂ０００２ Ｃ０００１

 Ｃ０００３ Ｃ０００４ Ｃ０００８   

厨房設備施工

　厨房設備施工作業

 Ａ甲０００１ Ａ甲０００２    

型枠施工

　型枠工事作業

 Ａ甲０００１ Ｃ０００２    

鉄筋施工

　鉄筋組立て作業

 Ａ甲０００２ Ａ甲０００３    

防水施工

　塩化ビニル系シート防水工事作業

 Ａ甲０００１ Ａ甲０００２    

ガラス施工

　ガラス工事作業

 Ａ甲０００１ Ｃ０００１    

機械・プラント製図

　機械製図ＣＡＤ作業

 Ａ甲０００３ Ａ甲０００４ Ａ甲０００６ Ａ甲００１２ Ａ甲００１４ Ａ甲００１７

 Ａ甲００２０ Ａ甲００２４ Ａ甲００２６ Ａ甲００２８ Ａ甲００３２ Ａ甲００３４

 Ａ甲００３８ Ａ甲００４１ Ａ甲００４２ Ａ甲００４３ Ｂ０００１ Ｃ０００４

 Ｃ０００５ Ｃ００１２ Ｃ００１３ Ｃ００１６ Ｃ００１７ Ｃ００２３

 Ｃ００２５ Ｃ００２８ Ｃ００３１ Ｃ００３８  

電気製図

　配電盤・制御盤製図作業

 Ｃ０００１     

金属材料試験

　組織試験作業

 Ａ甲０００１     

塗装

　鋼橋塗装作業

 Ｃ０００１     

工業包装

　工業包装作業

 Ｃ０００２  

（３級）

造園

　造園工事作業

 Ａ甲０００１ Ａ甲０００２ Ａ甲０００３ Ａ甲０００４ Ａ甲０００５ 

機械加工

　普通旋盤作業
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 Ａ甲０００１ Ａ甲０００２ Ａ甲０００３ Ａ甲０００４ Ａ甲０００５ Ａ甲０００６

 Ａ甲０００７ Ａ甲０００８ Ａ甲０００９ Ａ甲００１０ Ａ甲００１１ Ａ甲００１４

 Ａ甲００１５ Ａ甲００１７ Ａ甲００１８ Ａ甲００１９ Ａ甲００２０ Ａ甲００２２

 Ａ甲００２５ Ａ甲００２６ Ａ甲００２７ Ａ甲００２８ Ａ甲００２９ Ａ甲００３０

 Ａ甲００３１ Ａ甲００３２ Ａ甲００３３ Ａ甲００３４ Ａ甲００３５ Ａ甲００３６

 Ａ甲００３７ Ａ甲００３８ Ａ甲００３９ Ａ甲００４１ Ａ甲００４２ Ａ甲００４３

 Ａ甲００４４ Ａ甲００４５ Ａ甲００４６ Ａ甲００４７ Ａ甲００４８ Ａ甲００４９

 Ａ甲００５０ Ａ甲００５１ Ａ甲００５２ Ａ甲００５３ Ａ甲００５５ Ａ甲００５６

 Ａ甲００５７ Ａ甲００６１ Ａ甲００６２ Ａ甲００６３ Ａ甲００６４ Ａ甲００６５

 Ａ甲００６７ Ａ甲００６８ Ａ甲００６９ Ａ甲００７０ Ａ甲００７１ Ａ甲００７２

 Ａ甲００７４ Ａ甲００７５ Ａ甲００７６ Ａ甲００７７ Ａ甲００７９ Ａ甲００８０

 Ａ甲００８２ Ａ甲００８３ Ａ甲００８４ Ａ甲００８５ Ａ甲００８６ Ａ甲００８７

 Ａ甲００８８ Ａ甲００８９ Ａ甲００９０ Ａ甲００９１ Ａ甲００９２ Ａ甲００９３

 Ａ甲００９４ Ａ甲００９５ Ａ甲００９６ Ａ甲００９７ Ａ甲００９８ Ａ甲０１００

 Ａ甲０１０２ Ａ甲０１０３ Ａ甲０１０４ Ａ甲０１０５ Ａ甲０１０６ Ａ甲０１０７

 Ｂ０００１ Ｃ０００２ Ｃ０００３ Ｃ０００４ Ｃ０００５ Ｃ０００６

 Ｃ０００７ Ｃ０００８ Ｃ０００９ Ｄ０００１ Ｄ０００２ Ｄ０００３

 Ｄ０００４ Ｄ０００５    

機械検査

　機械検査作業

 Ａ甲０００１ Ａ甲０００２ Ａ甲０００３ Ａ甲０００５ Ａ甲０００７ Ａ甲０００９

 Ａ甲００１０ Ａ甲００１２ Ａ甲００１６ Ａ甲００１９ Ａ甲００２０ Ａ甲００２１

 Ａ甲００２２ Ａ甲００２４ Ａ甲００２５ Ａ甲００２６ Ａ甲００２８ Ａ甲００３０

 Ａ甲００３１ Ａ甲００３２ Ａ甲００３３ Ａ甲００３４ Ａ甲００３５ Ａ甲００３６

 Ａ甲００３７ Ａ甲００３８ Ａ甲００３９ Ａ甲００４０ Ａ甲００４１ Ａ甲００４２

 Ａ甲００４３ Ａ甲００４４ Ａ甲００４５ Ａ甲００４７ Ａ甲００４８ Ａ甲００４９

 Ａ甲００５０ Ａ甲００５１ Ａ甲００５２ Ａ甲００５３ Ａ甲００５４ Ａ甲００５７

 Ａ甲００５９ Ａ甲００６０ Ａ甲００６１ Ａ甲００６２ Ａ甲００６４ Ａ甲００６６

 Ａ甲００６７ Ａ甲００６９ Ａ甲００７０ Ａ甲００７４ Ａ甲００７７ Ａ甲００７９

 Ａ甲００８１ Ａ甲００８５ Ａ甲００８７ Ａ甲００８８ Ａ甲００８９ Ａ甲００９０

 Ａ甲００９１ Ａ甲００９３ Ａ甲００９４ Ａ甲００９５ Ａ甲００９６ Ａ甲００９７

 Ａ甲０１００ Ａ甲０１０３ Ａ甲０１０５ Ａ甲０１０９ Ａ甲０１１０ Ａ甲０１１１

 Ａ甲０１１２ Ａ甲０１１３ Ａ甲０１１４ Ａ甲０１１６ Ａ甲０１１７ Ａ甲０１１８

 Ａ甲０１１９ Ａ甲０１２０ Ａ甲０１２２ Ａ甲０１２５ Ａ甲０１２７ Ａ甲０１２９

 Ａ甲０１３０ Ａ甲０１３１ Ａ甲０１３２ Ａ甲０１３４ Ａ甲０１３５ Ａ甲０１３８

 Ａ甲０１４４ Ａ甲０１４５ Ａ甲０１４７ Ａ甲０１５０ Ａ甲０１５１ Ａ甲０１５３

 Ａ甲０１５４ Ａ甲０１５５ Ａ甲０１５６ Ａ甲０１５７ Ａ甲０１５９ Ａ甲０１６１

 Ａ甲０１６２ Ａ甲０１６３ Ａ甲０１６４ Ａ甲０１６５ Ａ甲０１６６ Ａ甲０１６７

 Ａ甲０１６８ Ａ甲０１６９ Ａ甲０１７１ Ａ甲０１７３ Ａ甲０１７４ Ａ甲０１７６

 Ａ甲０１７７ Ａ甲０１７８ Ａ甲０１７９ Ａ甲０１８０ Ａ甲０１８１ Ａ甲０１８３

 Ａ甲０１８５ Ａ甲０１８６ Ａ甲０１８７ Ａ甲０１８９ Ａ甲０１９０ Ａ甲０１９１

 Ａ甲０１９２ Ａ甲０１９３ Ａ甲０１９４ Ａ甲０１９５ Ａ甲０１９６ Ａ甲０１９７

 Ａ甲０１９８ Ａ甲０１９９ Ａ甲０２００ Ａ甲０２０１ Ａ甲０２０２ Ａ甲０２０４

 Ａ甲０２０６ Ａ甲０２０７ Ａ甲０２０８ Ａ甲０２０９ Ａ甲０２１０ Ａ甲０２１１

 Ａ甲０２１３ Ａ甲０２１４ Ａ甲０２１５ Ａ甲０２１６ Ａ甲０２１７ Ａ甲０２１８

 Ａ甲０２１９ Ａ甲０２２０ Ａ甲０２２１ Ａ甲０２２２ Ｂ０００１ Ｂ０００２

 Ｃ０００１ Ｃ０００２ Ｃ０００３ Ｃ０００４ Ｃ０００５ Ｃ０００６

 Ｃ００１１ Ｃ００１２ Ｃ００１３   
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電子機器組立て

　電子機器組立て作業

 Ａ甲０００１ Ａ甲０００２ Ａ甲０００３ Ａ甲０００４ Ａ甲０００６ Ａ甲０００７

 Ａ甲０００８ Ａ甲０００９ Ａ甲００１０ Ａ甲００１１ Ａ甲００１２ Ａ甲００１５

 Ａ甲００１６ Ａ甲００１７ Ａ甲００１８ Ａ甲００２１ Ａ甲００２２ Ａ甲００２６

 Ａ甲００２７ Ａ甲００２８ Ａ甲００３０ Ａ甲００３１ Ａ甲００３２ Ａ甲００３３

 Ａ甲００３６ Ａ甲００３７ Ａ甲００３８ Ｂ０００１ Ｂ０００２ 

電気機器組立て

　配電盤・制御盤組立て作業

 Ａ甲０００１ Ａ甲０００２ Ａ甲０００３ Ａ甲０００４ Ａ甲０００５ Ａ甲０００６

 Ａ甲０００７ Ａ甲０００８ Ａ甲０００９ Ａ甲００１０ Ａ甲００１１ Ａ甲００１２

 Ａ甲００１３     

　シーケンス制御作業

 Ａ甲０００２ Ａ甲０００５ Ａ甲０００７ Ａ甲０００８ Ａ甲０００９ Ａ甲００１０

 Ａ甲００１１ Ａ甲００１２ Ａ甲００１３ Ａ甲００１４ Ａ甲００１６ Ａ甲００１７

 Ａ甲００１８ Ａ甲００２０ Ａ甲００２１ Ａ甲００２２ Ａ甲００２３ Ａ甲００２６

 Ａ甲００２７ Ａ甲００２８ Ａ甲００２９ Ａ甲００３０ Ａ甲００３１ Ａ甲００３２

 Ａ甲００３３ Ａ甲００３４ Ａ甲００３５ Ａ甲００３６ Ａ甲００３７ Ａ甲００３８

 Ａ甲００３９ Ａ甲００４０ Ａ甲００４１ Ａ甲００４３ Ａ甲００４５ Ａ甲００４６

 Ａ甲００４７ Ａ甲００４８ Ａ甲００４９ Ａ甲００５０ Ａ甲００５１ Ａ甲００５２

 Ａ甲００５４ Ａ甲００５５ Ａ甲００５９ Ａ甲００６０ Ａ甲００６１ Ａ甲００６２

 Ａ甲００６３ Ａ甲００６４ Ａ甲００６９ Ｃ０００１ Ｃ０００２ Ｃ０００３

 Ｃ０００４ Ｃ０００５ Ｃ０００６ Ｃ０００７ Ｃ０００８ 

時計修理

　時計修理作業

 Ａ甲０００１ Ａ甲０００３ Ａ甲０００４ Ａ甲０００５ Ａ甲０００７ 

プラスチック成形

　射出成形作業

 Ａ甲０００１ Ａ甲０００２ Ａ甲０００３ Ａ甲０００４ Ａ甲０００５ Ａ甲０００６

 Ａ甲０００７ Ｂ０００１    

建築大工

　大工工事作業

 Ａ甲０００２ Ａ甲０００３ Ａ甲０００５ Ａ甲０００６ Ａ甲０００７ Ａ甲０００８

 Ａ甲０００９ Ａ甲００２１ Ａ甲００２２ Ａ甲００２３ Ａ甲００２４ Ａ甲００２５

 Ａ甲００２９ Ａ甲００３０ Ａ甲００３１ Ａ甲００３２  

配管

　建築配管作業

 Ａ甲０００１ Ａ甲０００２    

型枠施工

　型枠工事作業

 Ａ甲０００１ Ａ甲０００４ Ａ甲０００５   

機械・プラント製図

　機械製図ＣＡＤ作業

 Ａ甲０００３ Ａ甲０００４ Ａ甲０００６ Ａ甲０００７ Ａ甲０００８ Ａ甲０００９

 Ａ甲００１０ Ａ甲００１１ Ａ甲００１２   

電気製図

　配電盤・制御盤製図作業

 Ａ甲０００２ Ａ甲０００３ Ａ甲０００４ Ａ甲０００６ Ａ甲０００８ Ａ甲０００９
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 Ａ甲００１０ Ａ甲００１１ Ａ甲００１２

入　　　札　　　公　　　告

　次のとおり一般競争入札を実施する。

　　令和４年３月11日

 石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

１　一般競争入札に付する事項

　⑴　委託業務名　

　　　石川障害者職業能力開発校給食業務委託

　⑵　業務内容

　　　仕様書等による。

　⑶　委託期間　

　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

２　入札に参加する者に必要な資格に関する事項

　 　この入札に参加することができる者は、平成10年度以降石川県が発注する物品の製造の請負、物品の購入等の契

約に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに資格審査の申請の時期及び方法等（平成

９年石川県告示第581号）及び平成12年度以降石川県が発注する建築物の管理業務の契約に係る一般競争入札及び

指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに資格審査の申請の時期及び方法等（平成11年石川県告示第653号）

に基づき、令和３年度において競争入札参加者資格を有する者で、次に掲げる条件の全てに該当し、かつ、知事に

よりこの契約に係る入札参加資格の確認を受けたものであること。

　⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。

　⑵　県の指名停止措置を受けていない者であること。

　⑶　次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。

　　ア 　役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結

する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である者

　　イ 　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同

じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与している者

　　ウ 　役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力

団又は暴力団員の利用等をしている者

　　エ 　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴

力団の維持運営に協力し、又は関与している者

　　オ　役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

３　入札者に要求される義務

　 　入札者は、入札参加資格確認申請書を提出しなければならない。入札参加資格確認申請書には、次に示す事項に

ついて証明する書類を添えて令和４年３月17日（木）までに５⑴の提出場所に提出すること。なお、契約担当者か

ら当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。

　⑴　仕様書に定められる業務内容を公正かつ的確に遂行し得る者であること。

　⑵ 　国又は地方公共団体が発注した各種委託業務を受注し、又は履行した実績を有し、この委託業務の履行が可能

であると認められる者であること。

４　入札参加資格の確認結果の通知

　　確認結果の通知は、令和４年３月22日（火）までに入札参加資格確認結果通知書の郵送等により行う。

５　入札書の提出場所等

　⑴　入札書の提出場所、仕様書及び入札参加資格確認申請書の交付場所並びに問合せ先

　　　〒921－8836　野々市市末松２丁目245番地

　　　石川障害者職業能力開発校　庶務課　電話番号　076－248－2235

　⑵　仕様書等の交付方法

　　　⑴の交付場所において交付
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　⑶　入札書の受領期限

　　 　令和４年３月28日（月）午前11時（郵送の場合は、書留郵便とし、受領期限内必着とする。宛先は、⑴の提出

場所とする。）

　⑷　開札の日時及び場所

　　　令和４年３月28日（月）午前11時５分　石川障害者職業能力開発校　会議室

６　入札方法　

　 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の110分の10に相当する金額を加算した金額（当該

金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とするので、入

札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額

の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

７　落札者の決定方法

　 　石川県財務規則（昭和38年石川県規則第67号）第119条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低

の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

８　入札に関する注意事項

　⑴　入札参加者は、入札当日、入札参加資格確認結果通知書を提示すること。

　⑵　入札参加者は、仕様書、契約書案その他関係書類を熟覧の上、入札すること。

　⑶ 　入札参加資格を有すると認められた者が入札を希望しないときは、入札に参加しないことができる。この場合

において、県は、入札に参加しないことを理由に不利益な取扱いは行わない。

９　入札の無効

　 　この公告に示した入札に参加する資格のない者、入札参加資格の確認手続等を行わない者、入札に関する注意事

項を遵守しない者及び入札心得に違反した者のした入札は、無効とする。

10　契約書作成の要否

　　要

11　入札保証金及び契約保証金

　　免除

石川県眺望計画の変更案の縦覧公告

　いしかわ景観総合条例（平成20年石川県条例第29号）第39条第９項において準用する同条第２項の規定により、眺

望計画の変更案を令和４年３月11日から同月25日まで縦覧に供する。

　　令和４年３月11日

 石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

１　変更する眺望計画の名称

　　石川県眺望計画

２　優れた眺望景観を形成する必要がある地域として変更する眺望計画において定める地域

変更する眺望計画において定める地域 左の土地の区域

白山眺望景観保全地域 小松市及び加賀市の区域の一部

３　縦覧場所

　　石川県土木部都市計画課、小松市都市創造部まちデザイン課及び加賀市建設部建築課

選 挙 管 理 委 員 会

石川県選挙管理委員会告示第31号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第74条第１項及び第75条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の50分の

１の数（県条例の制定又は改廃の請求及び県の事務等の監査の請求の場合の署名者の最低数）は、次のとおりであ

る。

　　令和４年３月11日

石 川 県 選 挙 管 理 委 員 会　
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　18,907人

石川県選挙管理委員会告示第32号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第76条第１項、第81条第１項及び第86条第１項の規定による選挙権を有する者

の総数の３分の１（その総数が40万を超え80万以下の場合にあつてはその40万を超える数に６分の１を乗じて得た数

と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が80万を超える場合にあつてはその80万を超える数

に８分の１を乗じて得た数と40万に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数）

の数（県議会の解散の請求並びに知事、副知事、県選挙管理委員、県監査委員及び県公安委員会の委員の解職請求の

場合の署名者の最低数）は、次のとおりである。

　　令和４年３月11日

石 川 県 選 挙 管 理 委 員 会　

　218,164人

石川県選挙管理委員会告示第33号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第80条第１項の規定による各選挙区別の選挙権を有する者の総数の３分の１

（その総数が40万を超え80万以下の場合にあつてはその40万を超える数に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１

を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が80万を超える場合にあつてはその80万を超える数に８分の１を乗じ

て得た数と40万に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数）の数（県議会議員

の解職請求の場合の署名者の最低数）は、次のとおりである。

　　令和４年３月11日

石 川 県 選 挙 管 理 委 員 会　

選　　　挙　　　区　　　名 最　　低　　署　　名　　者　　数

金 沢 市 選 挙 区 125,413人

七 尾 市 選 挙 区 14,493人

小 松 市 選 挙 区 29,425人

輪 島 市 選 挙 区 7,432人

珠 洲 市 鳳 珠 郡 選 挙 区 11,189人

加 賀 市 選 挙 区 18,357人

羽 咋 市 羽 咋 郡 南 部 選 挙 区 9,684人

か ほ く 市 選 挙 区 9,929人

白 山 市 選 挙 区 31,142人

能 美 市 能 美 郡 選 挙 区 15,084人

野 々 市 市 選 挙 区 14,623人

河 北 郡 選 挙 区 17,746人

羽 咋 郡 北 部 選 挙 区 5,670人

鹿 島 郡 選 挙 区 4,920人

石川県選挙管理委員会告示第34号

　地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第８条第１項の規定による選挙権を有する者

の総数の３分の１（その総数が40万を超え80万以下の場合にあつてはその40万を超える数に６分の１を乗じて得た数

と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が80万を超える場合にあつてはその80万を超える数

に８分の１を乗じて得た数と40万に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数）

の数（県教育委員会の教育長又は委員の解職請求の場合の署名者の最低数）は、次のとおりである。

　　令和４年３月11日

石 川 県 選 挙 管 理 委 員 会　

　218,164人
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